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○峰崎議員 峰崎でございます。 

 伊吹先生のお話を聞いていて、前にもちょっとお話をしたことがあるんですが、今、基礎年金、

国民年金、四分の三という提案があったんですけれども、私、個人的に言うと、三分の一から二分

の一に上げることについても実は非常に懐疑といいますか、余りこれはよくないのではないかとい

うふうに思っているんです。 

 それはなぜかというと、高額の年金をいただく方も、実は三分の一から二分の一の補助というふ

うに切り上がっていくんです。そうすると、四分の三ということになると、高額所得者になるとさらに

それが、もし疑問があれば後でまたいただきたいんですが、そういう意味で、私たちが最低保障年

金というふうに言っているのは、非常に所得の低い人だけにこれを支給していこう、これは一律に、

一〇〇％税額をべたでいくのではないよ、こういう意味で実は述べているわけです。 

 そこで、私は前に、今の保険料というのは、定額制の場合はこれはまさに人頭税ではないかとい

うふうに言っておりますから、これに比べれば消費税の方が、消費に比例するという点ではまだい

いと思っているわけですが、所得に対して、これは年金目的の所得税じゃないかと。 

 これを年金目的の消費税に切りかえれば、いいか悪いかというよりも、消費税というのは多段階

にわたってすべての人から、最終的に消費者が負担をする。そういう意味では、本来ならば所得

税の世界では払っていない世帯も、実は消費をすることによって税を払っていくわけです。これに

目的税という区分経理ももちろん入ってまいりますから、当然、そういう目的、性格を持たせた消費

税というものを導入することによって、実はこれはみずから納めているという権利性を発揮すること

が、私は、それは十分可能なのではないか。 

 そういう意味で、民主党の主張している最低保障年金という、そこのところの、いわゆる所得捕捉

をどう正確にするかという問題はまた別の問題として、そこで支給されている財源の問題について

言えば、私は、消費税というものが目的税化すれば、これは国民皆年金というところにも一歩近づ

いていく非常に大きな要素を持っているのではないかなというふうに思っております。 


